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こ その法人と同様の事業を営む法人で、その  

事菜規模及び収益の状況等が類似するものの役  

員に対する報酬の支給状況等。  
準大役貴報酬の  

判噺と適正基準  イーハまでは自己の努力で判断材料を得るこ  

ができますが、課税庁側が重きを置くこにつ  

、ては、その情報を得ることはなかなか難しい  

額だけ損金算入され、不相当に高額な部分につ  

いては現金不萌人とされます【．   

この不相当に高額な役員報酬の判定基準に1）  

いては、いわゆる形式的基準（一定の形式的な  

側而よる適止額・過大額の判定）と実質的基準  

（個々の役員ごとに一定の観点から総合的に判  

定）とがあります。今回は、この実質的基準に  

ついて考えてみたl  

（1】税法面か与み．＿．．＿   

各々以下の各点から総合的に判定されます。  

イ 役員の職務内牢、職務に従事する徒匿及び  

経験年数を加味。  

ロ その法人の業種、規模、所在地、収益の状  

況などを考慮。  

ハ 使用人に対する実際の給科の支給状況。  

状況です。業績連動型報酬制度導入の必労作が  

腐王り、過人役月報酬の判断を巡る取扱いは、  

転換期にさしかかっているといえます。  

（2）経書面からみた鞘由i基準   

次の諸点から総合勘案して決めるぺきでしょ  

う。  

イ 高度の若者通行能力が求められ、その困難  

性を充分に考慮く，  

ロ 法律遵守義掛こよる責任の重さを配慮。  

ハ 法人の業績に対応する支払能力を充分配慮。  

ニ 役員報酬の仲間相場に配慮。  

ホ 使糊人給与とのバランスを加味。   

ハ～ホは税法面とダブル部分ですが、イとロ  

は、役月の責任の重さに対する見返りとしての  

慎重な判断が求められるところでしょう。  

lナマの税務相談室一  
光生、法人会からr ‾1‾‾‾  

介されて参りまし  l  りで、中心的同族株主のい  

、公社となっていた。  S署管内のN酒造の甲野総  

務部長です。先口、会で資  

産統括の特別講演がありま  

して、昨年の相続税の謳査で、某同族会社の持  

株が申告額25円から650ll】と1株当りが増加した  

例があった。相続人の了解を得て増加腹囲をお  

話しする、と。  

成程、それは因った  

ですね。  」∩  

■  
統括日く、配当還元方式は否認、相続人  

5人は原則評価。類似会社比準方式に該  

当し1株50円当り25円が650円となって修正申  

告に、法人会の皆様この事例を他山の石にと。  

■ 
成巻、税理士にとっても兢括の話は聞き  

耳を立てたいですね。統括はその筋の権  

この事例の相続人は、相続我の申告に際  

し、税理士に依頼するなどすべきです。  

先生、講演のポイントは、同族株主のい  

る会社で中心的同族株主、持株計25％以  

「  

」  

威といわれています。  

原因は、相続人は被相続人から予ねて、  

私が死亡したときの株価は25円でよいと  ■   上は原則株価、他の同族株主グループの株式の  

評価は配当還元方式でよいとなっている。事例  

は中心的同族株主が他にいると誤信して25円で  

評価した。将に25％の持株率は不変でない。  

相続・贈与などの際はそのことを確かめよと…。  

■そのとおりです。甲野部長はよくご理解  

亡さいました。   

．ナマの税務相談室．＋   

開いていた。  

】殺人は鵜呑みにして25円で申告をした  

のですね。  

エうです。統括は、調査で暑が株主名簿  

・チェックしたところ、この会社は、25％  

トト的同族株主は会社内の株式異動で屈  


